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平成３０年度第１回流山市国民健康保険運営協議会会議録  

 

１  日  時 平成３０年８月１６日（木）  

午後１時１５分～午後２時４０分  

２  場  所 流山市役所  第２庁舎  ３０１会議室  

３  招 集 日 平成３０年８月１日  

４  出 席 委 員 中村  悦子、山本  茂、稲田  衣子、藍川  治助、  

志摩  誠、前田  良助、鈴木  孝夫、木川  稔  

５  欠 席 委 員 宮嶋  佐和子、福田  芙美子、椎名  和彦、保田  国伸、  

中久木  典子  

６  事 務 局 湯浅市民生活部長、今野市民生活部次長兼保険年金課長  

鈴木保険年金課長補佐、橋本保険年金課長補佐  

遠山国民健康保険係長、伊藤保険料収納係長  

７  傍 聴 者 なし  

８  議 題  

（１）流山市国民健康保険運営協議会会長の選任について  

（２）平成３０年度流山市国民健康保険実施計画（案）について  

（３）平成２９年度流山市国民健康保険特別会計決算について  

（４）平成２９年度流山市国民健康保険料滞納者分析について  

（５）専決処分の承認を受けた条例の制定について  

（６）その他  

９  配付資料  

（１）平成３０年度流山市国民健康保険実施計画（案）（資料１）  

（２）流山市国民健康保険特別会計平成２９年度決算資料（資料２）  

（３）平成２９年度国民健康保険料滞納者分析（資料３）  

（４）流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例（平成３０年流山市条例第２４号）専決処分の承認に係る議案

（写し）及び説明（資料４）  

（５）平成３０年度国民健康保険料収納実施計画書（案）（資料１－

２）  

１０  会 議 時 間 開会  午後１時１５分  

        閉会  午後２時４５分  
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１１  議 事 内 容 次のとおり  

 

（議長）  

それでは、これから議事に入りますが、出席者は、現在８名となって

おります。また、傍聴人は０人ということでありますので、このまま進

めさせていただきます。  

それでは、議案１「流山市国民健康保険運営協議会会長の選任」につ

いてですが、流山市国民健康保険規則第４条第２項の規定により、協議

会の会長は、公益を代表する委員の中から、全委員の互選により定める

こととなっております。  

立候補、推薦等ご意見のある方はいらっしゃいますか。  

 

（委員）  

現在、会長代理を務めていただいている委員に会長職をお願いしたい

と思います。  

 

（議長）  

他にご意見等ありますでしょうか。  

 

（異議なしの声あり）  

 

（議長）  

 それでは、委員からのご意見をいただきましたとおり、私が会長を務

めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。  

 続きまして、会長代理につきましても流山市国民健康保険規則第４条

第２項の規定により、公益を代表する委員の中から、全委員の互選によ

り定めることとなっております。  

 立候補、推薦等ご意見のある方はいらっしゃいますか。  

 

（委員）  

 委員にお願いしたいと思います。  

 

（議長）  
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皆様いかがでしょうか。  

 

（異議なしの声あり）  

 

 異議なしのご意見をいただきましたので、委員にお願いしたいと思い

ます。  

 

（委員）  

 皆様からご推薦をいただきましたので、僭越ながら会長代理を務めさ

せていただきます。よろしくお願いします。  

 

（座席移動）  

 

（事務局）  

皆様ありがとうございました。  

 この後の議事進行につきましては、新会長に議長として進めていただ

くこととなります。  

 

（議長）  

それでは、議題２の「平成３０年度流山市国民健康保険実施計画

（案）」及び議題４「平成２９年度流山市国民健康保険料滞納者分析」

について、事務局から説明を求めます。  

 

（次長）  

保険年金課長の今野です。  

私からは、平成３０年度流山市国民健康保険実施計画（案）について

説明いたします。  

少し長くなりますので着席させていただきます。  

資料１をご用意ください。  

平成３０年度流山市国民健康保険実施計画（案）につきましては、平

成２９年度第４回国保運営協議会において流山市国民健康保険事業計画

（案）について協議をいただいておりますが、その事業計画に掲げてお

ります各重点項目ごとに事業内容や実施時期をまとめています。  
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 具体的な事業につきましては、従来からの継続事項が多いことから、

平成２９年度から変更があったものなど、主な事業を抜粋し説明いたし

ます。  

 １ページをご覧ください。１適用・適正化対策の推進についてですが、

具体的な事業は、（１）適用・適正化調査、（２）退職被保険者に対す

る適用、（３）未申告者対策、（４）居所不明者にかかる実態把握と資

格喪失処理、（５）２重加入者の職権による資格喪失です。  

これらの事務事業は、保険料の算定及び国、県等の支出金、交付金の

算定の基礎となることから、国や県からの監査対象でもあり、重要な事

項であるため、継続して事業を推進します。  

 ２ページから３ページを覧ください。２保険料の収納率向上対策の推

進についてですが、具体的な事業として、（１）滞納整理計画の策定、

（２）滞納世帯の実態分析、（３）徴収体制の強化、（４）納期内納付

の推進、（５）納付環境の整備、（６）年金受給者からの特別徴収、

（７）被保険者指導の徹底、（８）滞納処分の強化、（９）職員の資質

・意欲の向上を継続して行ってまいります。  

（３）徴収体制の強化については、原則国保滞納額が４０万円以上か

つ、税金等多重滞納のある高額滞納については、債権回収対策室に移管

をし、強化を図ります。  

（７）被保険者指導の徹底については、平成３０年度からの新規事業

で、新たに滞納者を作らないようにするため、現年度のみの滞納者を中

心にコールセンターによる電話催告の実施し、滞納額が高額にならない

早い段階で滞納者と接触するようにしていきます。  

 ４ページから５ページをご覧ください、３医療費適正化対策の推進に

ついてですが、具体的な事業として、（１）レセプト点検の充実、（２）

医療費通知、（３）ジェネリック医薬品使用促進通知、（４）医療費デ

ータベースの整備・活用、（５）第三者行為（国民健康保険法第６４条）

求償事務の実施、（６）療養費の適正化、（７）保険者間調整を行って

まいります。  

（３）ジェネリック医薬品使用促進通知につきましては、国保連合会

からの統計が示すように、年々使用が増えており、使用促進通知の効果

が上がっているものと考えており、年２回通知するものです。  

更なる使用促進に向けて今年度おいてもＰＲを印刷したカードケース
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を配布します。  

平成３０年３月時点における本市のジェネリック医薬品の使用率につ

いては、数量ベースで７６．８％となっています。前年同時期と比較し

ますと１．５％増加しています。  

（５）第三者行為求償事務の実施については、保険診療の対象になら

ない傷病等について調査するとともに、交通事故等による損害保険の求

償事務について、国保連合会に業務委託すると共に、世帯主等には傷病

届出を奨励していきます。なお、国では広域化に伴い第三者求償につい

ては特に強化を推進しているところです。  

（７）保険者間調整については、国保の資格喪失後の受診により発生

する返還金の手続きについては、返還金が高額になるなどの元被保険者

の負担軽減を図るため、医療機関を介さずに、保険者間で調整を図って

いくものです。また、保険者間調整に関する事務が複雑なため、国など

に事務の簡素化を要望しています。  

 引き続き５ページから６ページをご覧ください。４保健事業の充実に

ついてですが、具体的な事業として、（１）人間ドック及び脳ドック助

成事業の実施、（２）あんま・はり等助成事業の実施、（３）「健康を

支える栄養学」による健康推進事業、（４）特定健康診査・特定保健指

導、（５）データヘルス計画の実施となっております。  

（１）人間ドック及び脳ドック助成事業の実施については、平成２７

年度から、従来の人間ドック助成に加えて、脳ドック助成及び人間ドッ

クプラス MRI 検査の助成を実施しているところです。  

平成 ２ ９年 度 の利 用件 数 は、 人 間ド ック が １， ３ １１ 件、 脳 ドッ ク

２０４件、人間ドックプラス MRI 検査が２１８件、計１，７３３件で、

平成２８年度の人間ドック等利用件数と比較し１１１件減少しています

が、これは、被保険者の減少によるものと考えています。  

（４）特定健康診査・特定保健指導についてですが、平成３５年度ま

でに実施率を６０％に引き上げるよう厚生労働省から目標値を示されて

いるところです。  

平成２８年度の流山市の特定健康診査の受診率は４５．８％で千葉県

平均３９．２％を上回っていますが、特定保健指導については、受診率

が９．５％で千葉県平均２０．９％を大きく下回っております。  

（５ ） 平成 ２ ９年 度に 策 定し た 第２ 期デ ー タヘ ル ス計 画に 基 づき 、
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４０歳から５０歳代の被保険者の特定健診受診率の向上、特定保健指導

実施率の向上及び糖尿病重症化予防対策のための事業を実施します。こ

れまでの糖尿病重症化予防対策の事業実績としましては、４０歳～５０

歳代の糖尿病重症化の目安のヘモグロビンＡ１ｃ値が８．０以上の未治

療者の方を訪問し、指導勧奨を１１件行いました。その内、本人及び家

族に指導できたのは４名の方です。指導結果は、目標である数値である

ヘモグロビンＡ１ｃ値が７．０以下になった方はいませんでしたが、今

年度においても引き続き指導を行い、新たな人工透析への移行を抑制し

ます。  

５その他の①適正な保険料の検討については、引き続き国保財政の健

全化を目指し、適正賦課、収納対策を図ります。また、平成３０年度か

らは、県が国保財政責任を負うことになり、県の役割、市の役割をそれ

ぞれ担うことになります。  

県は療養費の全額を市に対して交付します。そのため、市はその財源

となる国保事業費納付金を納めますが、納付金の財源は、県から示され

た標準保険料率を参考にした保険料により徴収することになります。  

②国県への要望としては、国保資格を喪失した被保険者が、受診した

際に発生する療養給付費等の不当利得に関する事務の簡素化、また、平

成３０年度から国保財政の運営主体が県に移行されることを機に保険料

の県内統一化を図るよう要望します。  

 ③マイナンバー制度の連携については、平成２９年７月から他自治体

等の連携を開始し、情報照会や情報提供を行っています。  

以上で、平成３０年度流山市国民健康保険実施計画案の説明を終わり

ます。  

引き続き、保険料収納係長から、「平成３０年度国民健康保険料収納

実施計画（案）」及び「平成２９年度国民健康保険料滞納者分析」の説

明をいたします。  

 

（保険料収納係長）  

資料１－２＜平成３０年度国民健康保険料収納実施計画書（案）＞を

ご覧ください。  

 平成３０年度国民健康保険料の収納に関する実施計画につきまして主

なものを説明いたします。  
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失礼して着席させていただきます。  

先に説明しました実施計画と重複する箇所がありますがご了承くださ

い。  

それでは、１ページをご覧ください。１点目の基本方針ですが、目標

収納率を設定し、目標達成のための実施方法、実施体制を明確にし、収

納率向上に向けて対策を図るとしています。  

次に２点目の平成３０年度の目標収納率についてですが、過去の実績

を踏まえて、現年度分を９３．００％、繰越分を４５．００％としてい

ます。  

３点目に目標収納率を達成するための重点施策として（１）納付状況

に応じ、短期保険者証の活用及び弁明の付与通知を徹底し、納付意欲の

向上を図ります。  

（２）収納指導員による訪問徴収及び催告を実施します。（３）職員

による休日納付相談会を実施します。  

（４）納付環境の整備につきましては、平成２８年１１月から口座振

替の原則を規則に定めました。口座振替の推進を図り、納付書への口座

振替申込書添付、口座振替加入のお知らせ等を実施します。  

（５）資格喪失者（※転出者等）の収納確認体制の強化をします。  

（６）滞納者の所得や資産状況を調査し、積極的に滞納処分を実施、

また、担税力のない者については執行停止の処分を行います。  

（７）平成３０年４月より設置されている流山市税等納付コールセン

ターで、現年度未納者を中心に電話催告及び文書催告を行います。  

次に５点目の収納率向上対策ですが、主な対策ついて説明いたします。  

（１）文書催告ですが、９月、４月に催告書及び差押予告通知書等を

送付し、反応が無い滞納者については差押等の処分を行っていきます。  

（２）口座振替については、平成２８年１１月に口座振替の原則を規

則に定めましたので、口座振替の勧奨を引き続き行い、振替加入率 は

４２％を目標にします。  

（６）納付相談ですが、平日に相談するのが難しい方を対象に９月、

４月に休日納付相談会を実施します。  

以上で平成３０年度国民健康保険料の収納に関する実施計画について

説明を終わります。  
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 続きまして平成２９年度国民健康保険料滞納者分析についてですが、

お配りした資料３によりご説明申し上げます。  

 １ページをご覧ください。所得段階別収納率ですが、グラフにあるよ

うに、所得の低い階層の収納率が低く、所得が高くなるほど収納率は高

くなっています。一般的な傾向と言えますが、対応策として低所得者へ

の保険料軽減策などを実施しています。  

関連で、５ページをご覧ください。年齢別の収納率についてですが、

若年層の収納率が低くなっております。  

これらのデータにより、納付意識が低いと思われる低所得者層、若年

齢層をターゲットに、納付相談会や滞納処分等で接触の機会をつくるな

どの工夫をし、納付への理解を求めて行く必要があると考えております。  

 ２ページに戻ります。職業別の収納率ですが、ここでは、所得種類が

不明な未申告者の収納率が低くなっておりますが、市民税申告すること

で保険料の軽減が適用される場合があり、納付が容易になるケースも多

いと考えられますので、申告の勧奨に努めて、未申告者を減らして行く

ことが必要と考えております。  

 ３ページをご覧ください。収納指導員地区別収納率ですが、当市を８

つの地域に分けて、収納指導員が臨戸訪問し、保険料の収納をしている

ところですが、地区分けにつきましては、次ページに記載しております。  

 ６地区と８地区、字名にしますと南流山と向小金地区が低くなってお

りますが、アパートやワンルームマンションが多い地区で比較的若年層

が多いことから、収納率が低いものと考えられます。  

 ９ページをご覧ください。総括となりますが、これまで申し上げた滞

納者の分析を生かし、若年層、低所得者をターゲットにし、今後の収納

対策上の重点対象者・対応策として、ページの最後に掲載しています。  

 先ほどご説明しました収納実施計画と重複しますので詳細は失礼させ

ていただきます。  

最後に、今年度もまた、滞納処分強化、きめ細やかな納付相談、訪問

指導、未申告者対策の徹底等を講じ収納率の向上を目指したいと考えて

おります。  

 以上で説明を終わります。  
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（議長）  

只今、事務局から平成３０度流山市国民健康保険実施計画（案）、平

成３０年度国民健康保険料収納実施計画書（案）及び平成２９年度流山

市国民健康保険料滞納者分析について、説明がありましたが、質問等ご

ざいましたらお願いいたします。  

 

（委員）  

 １点質問します。実施計画の５ページの特定健診と保健指導の国の目

標受診率が６０％とあるが、これは両方とも６０％ということでいいの

か、保健指導は別に目標値があるのか。  

  

（次長）  

 説明不足ですみません。特定健診、保健指導の両方とも６０％という

ことです。  

 

（議長）  

他にありませんでしょうか。ありませんでしょうか。  

無いようですので、これにて議題２及び議題４については、終了させ

ていただきます。  

資料の平成３０年度国民健康保険料収納実施計画書に（案）と標記し

ておいてください。  

 

（議長）  

 次に、議案３「平成２９年度流山市国民健康保険特別会計決算」につ

いて事務局より説明を求めます。  

 

（次長）  

平成２９年度流山市国民健康保険特別会計決算について、資料をご覧

いただきながら、ご説明申し上げます。長くなりますので着席させてい

ただきます。  

 資料２平成２９年度決算資料の１ページ、決算案の概要をご覧くださ

い。１総括ですが、歳入は、１８０億８，００４万２，０４９円、歳出

は、１７５億５，８９０万２，２２８円、その結果、実質収支は、５億
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２，１１３万９，８２１円となりました。  

このうち、２千万円は、国保の財政調整積立基金に繰入れました。  

２の（１）（２）国民健康保険被保険者の加入の状況とその内訳です

が、平成２９年度末の世帯数は２２，９５３世帯で加入率２９．６％、

加入者数は３６，１３９人で加入率１９．３％となっており、前年度比

で１，７０８人の減となっております。また、関連で、４ページをご覧

ください。年間平均被保険者動向についてですが、平成２９年度の年間

平均においても被保険者総数３７，２５０人で前年比２，３３３人の減

となっております。被保険者数減少の主な原因は、少子高齢化に伴う若

年層の減少や後期高齢者医療制度への加入者の移行、また、年金支給開

始年齢の引き上げに伴う継続雇用の延長、更に短時間労働者に対する被

用者保険の適用拡大が主なものです。  

減少の状況は平成２４年度から続いています。  

 １ページに戻ります。３の（１）歳入についてですが、予算現額１８

６億１，６２０万１，０００円に対し、収入済額１８０億８，００４万

２，０４９円で対予算収入割合は、９６．３６％となっています。  

（２）の収入済額等をご覧ください。２行目の国民健康保険料の収入

済額は３７億３，９９７万２，６２２円となっており、その内訳は、次

の（３）国民健康保険料収納率等の表の収入済額計の行を見ていただき

ますと、現年賦課分が３４億１１９５万９７５４円、滞納繰越分が３億

２８０１万２８６８円であり、現年賦課分の収入割合は９２．８４％で、

これは前年度と比較して１．０４％の増となりました。２ページ目平成

２９年度決算歳入の表、上段の国保料の計の行、表の右から３列目、Ｈ

２８・Ｈ２９決算の増減額の欄をご覧ください。一方国保料の総額は昨

年度比で１億９，８４０万４，４７６円減額となっています、これは被

保険者数の減少によるものです。  

上から３段目、国庫支出金の計の行、平成２９年度決算額の欄をご覧

ください。国庫支出金収入済額３３億３，４４０万２，４７４円、内訳

としては、療養給付費等負担金２７億３，７１６万６，５９７円が主な

ものであり、国の負担率は３２％です。国庫支出金としては、その他と

して高額医療費共同事業負担金や特定健康診査等負担金があり、各事業

の経費について国から一定の割合で負担金が交付されます。  

次の療養給付費交付金の行、平成２９年度決算額の欄１億７，５６５
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万２，８３４円は、退職被保険者に係る保険者負担分の医療費の一部を

社会保険診療報酬支払基金から交付を受けるものです。  

退職被保険者とは、６５歳未満の年金受給権を有する高齢退職者のこ

とで、一般被保険者との国保の費用負担のバランスを考慮し、被用者保

険の社会保険診療報酬支払基金から交付金が支出されています。  

なお、退職被保険者の減少により交付額は毎年減額しており、またこ

の制度は平成２７年度から段階的に廃止になっています。  

 次の前期高齢者交付金の行、平成２９年度決算額の欄５１億１，７８

４万４，９２９円は、６５歳以上７４歳以下の被保険者の割合に応じ、

各保険者が社会保険診療報酬支払基金に拠出したものを原資に、当該支

払基金から交付を受けるものです。国保の場合は、前期高齢者の割合が

高いため、拠出金は少なく、交付金が多くなっています。  

次の県支出金の計の行、平成２９年度決算額の欄７億４，９２０万１，

８７７円は、市町村間の財政力の調整のため交付される県財政調整交付

金６億８０２万５，０００円が主なものであり、その他として高額医療

費共同事業負担金や特定健康診査等負担金があり、各事業の経費につい

て県から一定の割合で負担金が交付されます。  

 次の共同事業交付金は、千葉県国民健康保険団体連合会が実施してい

るもので、千葉県内の各保険者が共同で支出した拠出金を原資として、

高額医療費等の財政負担を共同で賄い、負担リスクを回避すると共に、

負担の平準化を図る再保険制度です。  

次に繰入金の計の行、平成２９年度決算額の欄９億４，３５５万７８

６５円につきましては、市の一般会計からの負担分で、国・県負担金で

ある保険基盤安定繰入金軽減分・支援分、職員給与費等繰入金、出産育

児繰入金及び財政安定化支援事業繰入金からなる、法定内繰入金８億６，

２８６万１，８６５円とその他一般会計繰入金である、法定外繰入金８，

０６９万６，０００円からなっています。  

 １ページに戻りまして、右側、４の歳出をご覧ください。  

（１）決算状況ですが、平成２９年度予算現額が１８６億１，６２０

万１，０００円に対し、支出済額１７５億５，８９０万２，２２８円で

執行率９４．３２％です。  

（２）支出済額等ですが、総務費は、事務執行上の事務経費及び職員

人件費になります。  
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次に、保険給付費は、前年度比３億２，７３８万６，２５３円減の１

０７億８７万６，３９０円となりました。保険給付費の詳細につきまし

ては、下の（３）保険給付費（対前年度比）に記載しております。  

 後期高齢者支援金は、７５歳以上の後期高齢者医療制度を全ての保険

者が支えるために拠出するもので、被保険者数及び負担額単価により算

定され、２１億１，８４３万７５円となりました。  

 二つ飛ばして、介護納付金は、介護保険制度の財源とするために、各

保険者が納付するもので、４０歳以上の介護保険第２号被保険者数及び

負担額単価により算定され、６億８，２１５万７，２２９円となりまし

たが、前年度比８，０６１万６，００９円減額しています。  

 共同事業拠出金は、千葉県国民健康保険団体連合会が行う共同事業で

あり、高額な医療費等の保険者負担を緩和するため共同事業として、県

内市町村国保が拠出する再保険制度です。  

保健事業費１億６，８５４万３７７円につきましては、１万１１４０

人分の特定健診と２９６件分の特定保健指導の委託料９，６８８万６４

８０円と、国保人間ドック・脳ドック助成事業でその件数は、人間ドッ

ク１，３１１件、脳ドック２０４件、人間ドック＋（プラス）脳検査２

１８件分の助成費４，４４１万５千万円が主なものです。  

 以上、平成２８年度決算との比較で、５億５，９８９万３２４円減と

なりました。  

なお、詳細な明細につきましては、３ページに記載しております。  

 平成２９年度決算の特徴として、歳出においては、被保険者数の減少

から療養給付費が当初予算の見込みを下回ったことから減額となりまし

た。歳入においても、被保険者数の減少から保険料の収入済額が当初見

込より減額となりました。その結果、歳入歳出とも前年度から大きく減

額となっています。  

 続きまして、５ページ以降に添付しております関連資料について説明

いたします。  

 平成２８年以降の５月現在の年齢階層別被保険者数のデータですが、

６９歳以下、全ての階層別で減少しています。これにつきましては、先

ほど、決算の概要の国民健康保険加入状況で説明しましたが、年金支給

開始年齢の引き上げに伴う継続雇用の延長や短時間労働者に対する被用

者保険適用の拡大などが原因になります。このことから、今後において
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も就労世代の加入率は、減少していくことが予測されますので、更に国

保財政は厳しくなることが考えられます。  

 ６ページをご覧ください。一人当たりの調定額、つまり平均保険料に

相当しますが、平成２９年度は、医療と支援分と介護分の合計では、９

万８，６６１円となり、平成２８年度と比較しますと１，６６９円の減

額になります。  

７ページの近隣市保険料の比較をご覧ください。平成２９年度におけ

る保険料率などを近隣６市と比較しますと、当市は、応益割は一番低く、

応能割は野田市、松戸市に次いで３番目に高い率を設定しています。  

 ８ページの一人当たりの医療費の状況をご覧ください。平成２９年度

療養諸費費用額は、合計１２７億８，４６６万２，５１３円で、前年度

より減額となりましたが、一人当りは３４万３，２１２円となり増加し

ています。また、医療給付額は、合計１０５億９，７１７万８，２８４

円で前年度より減額となりましたが、一人当り２８万４，４８８円とな

り、こちらも前年度より増額になっています。これにつきましては、高

齢化と医療の高度化が主な原因になります。  

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

 

（議長）  

只今、事務局から平成２９年度流山市国民健康保険特別会計決算につ

いて、説明がありましたが、質問等ございましたらお願いいたします。  

 

（委員）  

 資料の最後のページに流山市国民健康保険の外国人の加入状況が載っ

ていますが、中国、フィリピンの増加率がすごく多くなっています。こ

れは、何か理由があるのでしょうか。  

 

（次長）  

 外国の方も長期に被用者保険等に加入するような仕事をしていない方

は、国保に加入されるのだと思いますが、特に他の国に比較して多い原

因については把握しておりません。  

 

（委員）  
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 このことについて質問をしたのは、以前にこのような国の方が日本に

来て健康保険に加入し、日本の高度な医療を受け、治ったら帰る。とい

うような日本の制度を上手く利用するケースが増えているというニュー

スをやっておりまして、これは国民健康保険の厳しい財政にとっては大

変問題であって、それは駄目であるとはすぐに言えないとは思いますが、

そうは言っても問題提起として詳細は把握しておくべきではないかと、

やはりそういう方々の医療にどのくらいの費用が掛かっているかという

ようなことは、どこかで見ておくべきではないかということで質問させ

ていただきました。  

 

（次長）  

 ありがとうございます。  

 その件につきまして、厚労省の方から調査や通知が来ております。頻

繁に出入国を繰り返して、高額な医療を使っているようなケースはない

だろうかというような調査が先だってあったばかりです。その調査では、

流山市ではそのようなケースはありませんでした。また、厚労省でもそ

のようなケースはなかったと発表されていたように記憶しております。

ただし、そのようなことが実際に行われているのではないかということ

は想像できますので、引き続きこのような調査は行われていくであろう

と考えております。  

 

（議長）  

 他に質疑等ありますでしょうか。  

 

（委員）  

 １つ質問をいたします。  

 平成３０年度から県が財政運営の主体となる広域化への準備を平成２９

年度決算の中でどのようなことに考慮されて、平成３０年度の予算編成

に臨まれたのかお聞きしたい。  

 

（次長）  

 平成２９年度中に広域化に向けて行った事業がございます。  

 まず、システムの改修事業と言いまして、現在のシステムでは県との
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連携が図れないものですので、連携を取るためのシステム改修が行われ

ています。  

一つは国保オンラインシステムの改修で、これによってそれぞれの保

険者が持っている情報を県に流す、それによって給付費の支給、保険料

率の決定、毎年の事業費納付金の決定を行っていく、そういったものが

あります。  

また、現在使っている住民記録等を基本とする基幹系システムについ

ても改修が必要ということで、その改修も行いました。  

あと高額療養費の情報用のシステムの改修を行いまして、合計２６４

万６千円が掛っております。  

これについては、決算資料の３ページの総務管理費の一般管理費の中

に含まれているということになります。また、この費用については、国

から全額補助されるということになります。この補助については、資料

２ページの国庫支出金の中で国民健康保険制度関係業務準備事業補助金

で全額補助されている形になっています。  

 

（議長）  

 他に質問等ありませんでしょうか。  

 よろしければ、議題３については、終了させていただきます。  

 次に、議案５「専決処分の承認を受けた条例の制定」について事務局

より説明を求めます。  

 

（次長）  

 専決処分の承認を受けた条例（流山市国民健康保険条例の一部を改正

する条例の一部を改正する条例（平成３０年流山市条例第２４号））の

制定について説明いたします。  

 失礼して、着席して説明いたします。  

 

資料４をご覧ください。資料の１枚目～３枚目は平成３０年第２回流

山市市議会に上程しました議案の写し、４枚目は条例の概要を説明した

ものになっております。この条例は、国民健康保険料の賦課基準に係る

規定を改正したもので、平成３０年３月３０日付けで専決処分を行い、

同月３１日付けで公布施行しました  
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市が国民健康保険料の賦課基準を条例で定める際には、国民健康保険

法施行令に規定されている基準に従って定めることとされています。  

この政令の基準の中に平成３０年３月３１日までの時限措置として、

医療費の適正化の推進のために、保険医療機関が行う、療養病床から適

切な介護施設等への転換に対して助成を行う病床転換助成事業において、

各保険者が拠出している病床転換支援金等の費用を含めて保険料を賦課

する旨が定められており、これまで本市もこれに従い賦課基準を定めて

いました。  

平成２９年度第４回国保運営協議会において、流山市国民健康保険条

例の一部を改正する条例（平成３０年流山市条例第１５号）について説

明をさせていただきましたが、この時点においては、この病床転換支援

金等の時限措置について延長する措置が取られていなかったことから、

平成３０年３月３１日で終了となる形での条例としておりました。しか

し、平成３０年３月２２日付けで公布された「地域包括ケアシステムの

強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令

の整備及び経過措置に関する政令」により、国民健康保険法施行令が改

正され、病床転換支援金等時限措置が平成３６年３月３１日まで延長さ

れ、平成３０年４月１日付けで施行されることとなりました。  

これにより、本市においても同施行令の基準に従い、引き続き病床転

換支援金等の費用を含めて保険料を賦課できるよう平成３０年度以後の

国民健康保険料の賦課基準を改めることについて特に緊急を要したため、

議会に諮ることなく、平成３０年３月３０日付けで専決処分により条例

改正を行いました。  

専決処分により条例の改正を行った場合には、次の議会において、そ

の承認を求めることとなっているため、平成３０年第２回流山市議会に

おいて、承認を求め、承認されたものです。  

以上で説明を終わります。  

 

（議長）  

質問等ございましたらお願いいたします。  

 

（議長）  

 只今、事務局から専決処分の承認を受けた条例の制定について、説明
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がありましたが、質問等がないようですので、議題５については、終了

させていただきます。  

 その他、事務局から何かありますでしょうか。  

 

（事務局）  

 最後に次回の予定についてご連絡させていただきます。  

 まだ日時等は決まっておりませんが、１２月に次年度の予算案及び事

業計画を議題として協議会の開催を予定しております。詳細が決まり次

第、ご連絡を差し上げますので、ご協力をよろしくお願いいたします。  

 

（議長）  

 それでは次回の協議会については、詳細が決まり次第、事務局から通

知等いただけるということで、よろしくお願いいたします。  

 以上をもちまして、平成３０年度第１回国民健康保険運営協議会を閉

会します。  
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この会議録は真正であることを認め署名する。  

 

  流山市国民健康保険運営協議会会長  

  

                   

 

                       


